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資 格
日本医業経営コンサルタント協会 認定登録番号6793、ISO9001審査員補
東京都福祉サービス第三者評価評価者

対 象 • 主に介護事業（社会福祉法人、医療法人、株式会社等）

支 援
内 容

• 中長期計画策定・経営改善支援
• 人事制度の構築・運用支援
• 管理職研修及び各種セミナー等

講 演
実 績

• 医療・介護経営セミナー
• 社会福祉協議会・老人福祉施設協議会、医業経営コンサルタント協会、銀行、ハウスメーカー、

HOSPEX、その他各種社員向け研修及びセミナー実績多数

執 筆
実 績

• 株式会社法研「月刊介護保険」
• 埼玉県地域包括ケア課 介護施設における看取り介護の手引き～現場力を高める～
• 埼玉県地域包括ケア課 定期巡回・随時対応サービス 開設・経営の手引き等 多数

学 会
発 表

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
• 中小病院における透析医療
• 訪問看護（リハビリ）との比較における訪問リハビリテーションの経営上の優位性
• 地域包括ケアシステムのための円滑な連携を支えるMSWの役割
• 医療機関における看取り期の対応と影響
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目次

（施設共通部分）

（全体共通部分）

1. 介護老人保健施設

2. 介護医療院

3. 短期入所療養介護

4. 通所リハビリテーション

5. 訪問リハビリテーション

6. 特別養護老人ホーム

7. 短期入所生活介護

8. （地域密着型）通所介護

9. 認知症対応型通所介護

10. 認知症対応型共同生活介護
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11. 訪問介護

12. 訪問看護

13. 定期巡回・随時対応型   
訪問介護看護

14. 居宅介護支援
（介護予防支援）

15. 看護小規模多機能型居
宅介護

（小規模多機能型居宅介
護）

16. 居宅療養管理指導

17. 特定施設入居者生活介護

18. 福祉用具貸与・販売

19. 訪問入浴介護
※赤字は2024年6月改定
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



介護報酬改定の改定率
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



地域区分の見直し
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



特別地域加算等の明確化
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



令和６年度介護報酬改定に関する審議報告の概要
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（出典）社会保障審議会介護給付費分科会 （R5.12.19）
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業務継続計画 虐待防止 減算

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



全国 特別養護老人ホーム 平均値推移
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（出典）介護老人福祉施設等 令和３年度 収支状況等調査 報告書 令和 5 年 1 月
公益社団法人全国老人福祉施設協議会・老施協総研

単価は上昇するものの、人件費が増加、費用も増加し、経常増減差額
が圧縮されている。経常増減差額の捻出は、かなりな工夫が求められ
ている。



施設共通部分

医療機関との連携

口腔・栄養・リハビリ等

居住費
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施設系共通 加算・減算①
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【施設系共通】 旧 備考

（協力医療機関） 義務(猶予措置３年).複数医療機関での体制も可

①医師看護職の常時相談対応,②常時診療体制,③入院受入体制

１年１回以上協力医療機関と対応確認と自治体への医療機関名提出

協力医療機関入院時,速やかに再入所(努力義務)

協力医療機関連携加算Ⅰ（令和６年

度）
100 /月

現病歴等について定期的に協力医療機関と会議開催（協力医療機関要件：①医

師/看護職員が常時相談対応、②常時診療体制確保、③急変時の原則入院受入

体制）

協力医療機関連携加算Ⅰ（令和７年度

以降）
50 /月

現病歴等について定期的に協力医療機関と会議開催（協力医療機関要件：①医

師/看護職員が常時相談対応、②常時診療体制確保、③急変時の原則入院受入

体制）

協力医療機関連携加算Ⅱ 5 /月
現病歴等について定期的に協力医療機関と会議開催（協力医療機関要件がⅠ以

外の場合）

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 10 /月

第二種協定締結医療機関と連携,感染症発生時の診療等の取決めと対応。医師

会,医療機関(診療報酬：感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算届出）の

感染対策研修に年１回以上参加

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 5 /月
３年に１回以上感染症発生時に実地指導受ける（診療報酬 感染対策向上加算

届出の医療機関から）

新興感染症等施設療養費 240 /回
感染対策,連携体制のもと施設内療養（月１回連続する５日限度）※現在対象

無し

新

共通部分
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【施設系共通】 旧 備考

（協定締結医療機関と連携） 協定締結医療機関と連携,新興感染症発生時等の取決め（努力義務）

（協力医療機関が協定締結医療機関の

場合）
協力医療機関が協定締結医療機関の場合,発生時の対応を協議（義務）

（栄養管理） 経過措置終了.栄養ケア計画,定期的な記録と評価(見直し)

（口腔管理）
経過措置終了.年2回以上歯科医師/歯科衛生士技術指導.管理計画と必要に応じ

た見直し.診療報酬と同一日は時間帯変える

【施設系・通所系共通】 旧 備考

（一体的様式） ﾘﾊ/訓練,口腔,栄養の一体的計画書見直し

新

新

施設系共通 基準等
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第232回） 資料２ 令和５年11月27日



高齢者施設等感染対策向上加算
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



新興感染症等施設療養費 240単位/日

①施設内療養を行う高齢者施設等への対応（施設系、特定、GH）

新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢
者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床
ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を
確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行うことを新たに評価
する。

対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて
指定することとする。
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新加算 連続する５日限度

現在は対象なし



省令改正

②新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
（施設系、特定、GH）

施設系サービス及び居住系サービスについて、入所者又は入居者にお
ける新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体
制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療
機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努
めることとする。

また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医
療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこ
とを義務付ける。
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義務

努力義務



参考 協定締結医療機関
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第232回） 資料2 令和５年11月27日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第232回） 資料2 令和５年11月27日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第224回） 資料7 令和５年９月15日

参考 臨時的な取扱い（現行）



医療ニーズへの対応力と連携強化
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



協力医療機関との連携強化（日常・緊急時）

③協力医療機関との連携体制の構築

• 介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関
との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機
関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、
以下の見直しを行う。

ア 以下の要件を満たす協力医療機関（ⅲについては病院に限る。）を定めることを義務付
ける（複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても 差し支えないこ
ととする。）。その際、義務付けにかかる期限を３年とし、併せて連携体制に係る実態
把握を行うとともに必要な対応について検討する。

ⅰ 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制
を常時確保していること。

ⅱ 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

ⅲ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関そ
の他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原
則として受け入れる体制を確保していること。

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を
確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自
治体に提出しなければならないこととする。

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合にお
いては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。
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義務

努力義務

義務



協力医療機関連携加算 創設（日常）

④協力医療機関との定期的な会議の実施
• 介護老人福祉施設等、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護につい

て、協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入所者又は入居者の急
変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入所者の現病歴等の情報共有
を行う会議を定期的に開催することを評価する新たな加算を設ける。

• また、特定施設入居者生活介護等における医療機関連携加算について、定期的な会議にお
いて入居者の現病歴等の情報共有を行うよう見直しを行う。
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新加算

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



退所時情報提供加算 見直し（退所・入院時）

⑤入院時等の医療機関への情報提供

• 介護老人保健施設及び介護医療院について、入所者の入院時に、施設が把握して
いる生活状況等の情報提供を更に促進し、入院医療機関における適切な療養につ
なげる観点から、退所時情報提供加算について、入所者が医療機関へ退所した際、
生活支援上の留意点や認知機能等に係る情報を提供した場合を評価する新たな区
分を設ける。

• また、入所者が居宅に退所した際に、退所後の主治医に診療状況の情報提供する
ことを評価する現行の加算区分についても、医療機関への退所の場合と同様に、
生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを算定要件に加える。 また、介護老
人福祉施設等、特定施設入居者生活介護等、認知症対応型共同生活介護について、
入所者又は入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を
行うことを評価する新たな加算を設ける。
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新加算

２５０単位/回

５００単位/回

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



栄養に関する医療機関との連携強化
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70単位／回

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



口腔の状態に関する定期評価の義務付け
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



リハビリ・機能訓練、口腔、栄養の一体的取り組み
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基準費用額（居住費）の見直し
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第237回） 資料１令和５年12月27日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日

補足給付 室料負担（令和６年８月～）



補足給付 室料負担（令和７年８月～）
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日

同等の
報酬減額



共通部分（人材面）
介護職員等処遇改善加算

テレワーク

両立支援

管理者の責務と兼務範囲

ローカルルール

委員会義務化

生産性向上推進体制加算

外国人介護人材
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（2024年6月改定）



①処遇改善加算の一本化（介護職員等処遇改善加算）
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



© Kawahara Business Management Group 34
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第233回） 資料１ 令和５年11月30日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第233回） 資料１ 令和５年11月30日
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人員配置基準等

②テレワークの取扱い（全（居宅療養管理指導除く））

• 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレ
ワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支
障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに
具体的な考え方を示す。

③人員配置基準における両立支援への配慮（全）
ア 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間

勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事
業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週 30 時間以上の勤務で「常
勤」として扱うことを認める。 

イ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」 に
沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週 30 時間以上の勤務で
常勤換算での計算上も１（常勤）と扱うことを認める。 

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



④管理者の責務及び兼務範囲の明確化（全）

• 提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効
率的に運営する観点から、管理者の責務について、利用者へのサー
ビス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職
員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化
した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がそ
の責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設
等ではなくても差し支えない旨を明確化する。

⑤いわゆるローカルルールについて（全）

• 都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカ
ルルールについて、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の
実情に応じた内容とする必要があること、事業者から説明を求めら
れた場合には当該地域における当該ルールの 必要性を説明できる
ようにすること等を求める。

© Kawahara Business Management Group 38



参考 ローカルルール（例）

© Kawahara Business Management Group 39
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第233回） 資料２ 令和５年11月30日
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⑥利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

（短期入所系、居住系、多機能系、施設系）

• 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、
現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、
３年間の経過措置期間を設けることとする。

介護現場の生産性向上の推進



⑦生産性向上推進体制加算
Ⅰ：100／月、Ⅱ：10／月

⑦介護ロボットや ICT 等のテクノロジーの活用促進
（短期入所系、居住系、多機能系、施設系）

© Kawahara Business Management Group 41
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



参考 生産性向上ガイドライン

© Kawahara Business Management Group 42
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第233回） 資料１ 令和５年11月30日



⑧外国人介護人材

© Kawahara Business Management Group 43
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



共通部分（LIFE関連）

© Kawahara Business Management Group 44



データ提出タイミングの統一

• LIFEへのデータ提出 ６月 ３月ごとに統一
（科学的介護推進体制加算、排せつ支援加算（医学的評価）

自立支援促進加算（医学的評価））

（特養・介護医療院は300 280単位）

© Kawahara Business Management Group 45
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



事業所フィードバック 見直し

© Kawahara Business Management Group 46
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



利用者フィードバック

© Kawahara Business Management Group 47
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



利用者支援におけるPDCAの推進

© Kawahara Business Management Group 48

・ 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・ 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



１．介護老人保健施設

© Kawahara Business Management Group 49
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対象拡大 慢性心不全の増悪

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬の改定イメージ

© Kawahara Business Management Group 53
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬
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介護保健施設サービス費（Ⅰ）

　多床室 旧 新 差 旧 新 差 旧 新 差 旧 新 差

要介護１ 788 793 5 822 844 22 836 871 35 882 922 40

要介護２ 836 843 7 870 894 24 910 947 37 956 998 42

要介護３ 898 908 10 932 959 27 974 1,014 40 1,020 1,065 45

要介護４ 949 961 12 983 1,012 29 1030 1,072 42 1,076 1,123 47

要介護５ 1,003 1,012 9 1,037 1,063 26 1085 1,125 40 1,131 1,176 45

※　加算　旧（34),新（51) ※　加算　旧（46),新（51)

介護保健施設サービス費（Ⅰ）

　従来型個室 旧 新 差 旧 新 差 旧 新 差 旧 新 差

要介護１ 714 717 3 748 768 20 756 788 32 802 839 37

要介護２ 759 763 4 793 814 21 828 863 35 874 914 40

要介護３ 821 828 7 855 879 24 890 928 38 936 979 43

要介護４ 874 883 9 908 934 26 946 985 39 992 1,036 44

要介護５ 925 932 7 959 983 24 1,003 1,040 37 1,049 1,091 42

※　加算　旧（34),新（51) ※　加算　旧（46),新（51)

在宅強化型 超強化型

基本型 加算型 在宅強化型 超強化型

基本型 加算型



在宅復帰・在宅療養支援等指標見直し

© Kawahara Business Management Group 55
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



初期加算Ⅰ 60単位／日 新設

© Kawahara Business Management Group 56

急性期医療を担う医療機関との連携強化（３０日以内の退院促進）

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



かかりつけ医連携薬剤調整加算 見直し

© Kawahara Business Management Group 57（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



ターミナルケア加算 見直し

© Kawahara Business Management Group 58
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



夜間における人員配置基準の緩和

© Kawahara Business Management Group 59
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



認知症 行動・心理症状（BPSD）の早期対応

© Kawahara Business Management Group 60
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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【介護老人保健施設】 旧 備考

在宅復帰・在宅療養支援等評価指標Ⅰ 34 51 /日
(６月経過措置期間）類型見直し,入所前後訪問指導割合＆退所前後訪問指導割

合5%引き上げ.相談支援員(社会福祉士評価)

在宅復帰・在宅療養支援等評価指標Ⅱ 46 51 /日
(６月経過措置期間）類型見直し,入所前後訪問指導割合＆退所前後訪問指導割

合5%引き上げ.相談支援員(社会福祉士評価)

所定疾患施設療養費 慢性心不全増悪追加

初期加算　　→Ⅱ 30 30 /日 Ⅰ以外の場合（30日以内）

　　　　　（初期加算　Ⅰ） 60 /日

空床情報を地域医療情報連携ネットワーク等を通じて定期的に情報共有。空床

情報をウェブサイトに定期的に公開、複数の急性期医療機関のMSWに定期的

に情報共有（急性期の一般病棟への入院後30日以内に退院し入所した場合）

退院時情報提供加算Ⅰ 500 500 /回 居宅退所時生活支援上の留意点,認知機能等を主治医に情報提供

（退院時情報提供加算Ⅱ） 250 /回
入院退所時、利用者同意のもと生活支援上の留意点,認知機能等を医療機関に

情報提供。１人に1回

ターミナルケア加算 80 72 /日 死亡日以前31～45日

（改定は療養型老健以外） 160 160 /日 死亡日以前4～30日

820 910 /日 死亡日前日,前々日

1,650 1,900 /日 死亡日

認知症チームケア推進加算
1:150

2:120
/月

日常生活における注意を必要とする認知症1/2以上.専門研修修了者配置,ﾁｰﾑｹｱ

の指導,評価,計画策定,ﾁｰﾑｹｱ実施評価見直し事例検討。（併算定不可）※Ⅰと

Ⅱは研修の種類が異なる。(認知症専門ケア加算Ⅰ・Ⅱとの併算定不可）

新

加算・減算 ①共通部分



© Kawahara Business Management Group 62

【介護老人保健施設】 旧 備考

認知症短期集中リハビリテーション実

施加算Ⅰ
240 240 /日

居宅・施設訪問による生活環境を把握しリハ計画作成。入所者に適切なリハビ

リ職（PT/OT/ST）の配置。（３日／週限度。入所後３月以内）

認知症短期集中リハビリテーション実

施加算Ⅱ
120 /日 (居宅訪問なし)（３日／週限度。入所後３月以内）

リハビリテーションマネジメント計画

書情報加算Ⅱ
33 33 /月

リハビリテーションマネジメント計画

書情報加算Ⅰ
53 /月

①口腔衛生管理加算Ⅱ＆栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化加算②ﾘﾊ口腔栄養一体的に情報共有

(LIFE活用),③ﾘﾊ計画見直し共有

短期集中リハビリテーション実施加算

Ⅱ
240 200 /日

短期集中リハビリテーション実施加算

Ⅰ
258 /日 入所時月１回ADL等評価計画見直し,LIFE提出,活用

（口腔衛生管理の義務）
入所時,入所後定期的に口腔衛生状態,口腔機能評価を義務。歯科医師、歯科衛

生士において施設との連携について実施事項等を文書等で取り決める。

退所時栄養情報連携加算 70 /回

退所(居宅,他施設,医療機関)に文書で栄養情報提供。月１回限度。特別食（食

事箋（軟食・流動食除く））を必要とするもしくは低栄養状態と医師が判断し

たもの。

再入所時栄養連携加算 200 200 /回
医療機関から施設への再入所に療養食等必要な場合対象。カンファに同席（I

テレビ電話可）、医療機関の管理栄養士と連携して栄養ケア計画策定

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰイ 100 140 /回

入所前の主治医と連携が明確化。入所前の６種類以上の内服薬の処方が条件。

入所中に処方変更の場合、医師薬剤師看護師等関係職種で情報共有、変更後状

態を他職種で確認する。が追加

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰロ 70 /回
施設内で評価調整(①留意事項を他職種共有,副作用確認評価.②６種以上の内服

薬対象.③本人家族に啓発）

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ・Ⅲ /回 単位変わらず、ⅠイまたはⅠロの算定の場合

新

加算・減算 ②
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【介護老人保健施設】 旧 備考

科学的介護推進体制加算Ⅰ 40 40 /月 ６月→３月に１回(重複項目見直し）

科学的介護推進体制加算Ⅱ 60 60 /月 ６月→３月に１回(重複項目見直し）

自立支援促進加算 300 300 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）

排せつ支援加算Ⅰ 10 10 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）.尿道ｶﾃｰﾃﾙ抜去対象

排せつ支援加算Ⅱ 15 15 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）.尿道ｶﾃｰﾃﾙ抜去対象

排せつ支援加算Ⅲ 20 20 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）.尿道ｶﾃｰﾃﾙ抜去対象

褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3 3 /月 入所時の褥瘡治癒を評価(重複項目見直し)

褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13 13 /月 入所時の褥瘡治癒を評価(重複項目見直し)

認知症情報提供加算 350 0 廃止

地域連携診療計画情報提供加算 300 0 廃止

（ユニット型） 管理者：ユニットケア管理者研修努力義務

（ユニット型） 主たる所属を明らかにしてユニット間勤務可能

（安全／質確保／業務負担軽減委員

会義務）
経過措置3年。(安全/質確保/負担軽減）

生産性向上推進体制加算Ⅰ 100 /月 ICT導入(見守り機器/インカム/記録ｿﾌﾄ）,委員会,業務改善,効果ﾃﾞｰﾀ提出

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 /月 3種ICT導入(見守り機器全室(利用者意向確認済み,ｲﾝｶﾑ全介護職)

（夜間の人員基準） ICT導入による要件緩和(見守りｾﾝｻｰ,ｲﾝｶﾑ,委員会設置,安全体制確保)

２→1.6人以上.常時１以上.40人以下は常時緊急体制ありで１以上

基準費用額（居住費） 60円/日 （多床室）第1段階除く（R6/8施行）

（多床室（8㎡以上/人)室料負担） 437円 697円 /日
老健の場合その他型/療養型の多床室（８㎡／人以上）について月額8万円相

当.補足給付適用あり(R7/8施行)

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

新

加算・減算 ③



２．介護医療院
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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60単位／日 90日まで廃止

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬
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従来型個室 旧 新 差 旧 新 差

要介護１ 714 721 7 669 675 6

要介護２ 824 832 8 764 771 7

要介護３ 1,060 1,070 10 972 981 9

要介護４ 1,161 1,172 11 1,059 1,069 10

要介護５ 1,251 1,263 12 1,138 1,149 11

Ⅰ型（１）ⅰ Ⅱ型（１）ⅰ

多床室 旧 新 差 旧 新 差

要介護１ 825 833 8 779 786 7

要介護２ 934 943 9 875 883 8

要介護３ 1,171 1,182 11 1,082 1,092 10

要介護４ 1,271 1,283 12 1,170 1,181 11

要介護５ 1,362 1,375 13 1,249 1,261 12

Ⅰ型（１）ⅰ Ⅱ型（１）ⅰ
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介護医療院における看取りへの対応の充実

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



加算・減算 ①
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【介護医療院】 旧 備考

業務継続計画未実施　減算

（施設・居住系）
▲3%

感染症,災害いずれか,両方未作成（経過措置R7/3/31（予防,指針整備,災害計画

ありの場合））

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

身体拘束廃止未実施　減算 単位 ▲10% 施設系・居住系（単位数での個別減算から率に変更）

（協力医療機関との緊急時対応）

年１回以上、配置医師、協力医療機関の協力を得て緊急時対応方法を見直す

（義務）※緊急時の注意事項、病状等の共有方法、曜日・時間帯ごとの医師の

連携方法、診療を依頼するタイミング等

（看取りの充実）

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」

に沿った取組を行う（施設サービスの計画の作成や提供にあたり、入所者の意

思を尊重した医療及びケアが実施できるよう、入所者本人の意思決定を基本

に、他の関係者との連携の上対応していること。）

理学療法（注6）、作業療法（注6）又

は言語聴覚療法（注4）に係る加算
33 33 /月

要件かわらず（PT,OT,ST等が共同し、リハ計画を作成し家族に説明実施。LIFE

データ提出）

（新）理学療法（注7）、作業療法

（注7）又は言語聴覚療法（注5）に係

る加算

20 /月

①理学療法（注6）、作業療法（注6）又は言語聴覚療法（注4）算定＆口腔栄

養管理加算Ⅱ＆栄養マネジメント強化加算。②ﾘﾊ口腔栄養一体的に情報共有

(LIFE活用),③リハビリ計画見直し共有。33単位の加算と併算定可能

新

共通部分
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【介護医療院】 旧 備考

退所時栄養情報連携加算 70 /回

退所(居宅,他施設,医療機関)に文書で栄養情報提供。月１回限度。特別食（食

事箋（軟食・流動食除く））を必要とするもしくは低栄養状態と医師が判断し

たもの。

再入所時栄養連携加算 200 200 /回
医療機関から施設への再入所に療養食等必要な場合対象。カンファに同席（I

テレビ電話可）、医療機関の管理栄養士と連携して栄養ケア計画策定

（新）退所時情報提供加算Ⅱ 250 /回
入院退所時、利用者同意のもと生活支援上の留意点,認知機能等を医療機関に

情報提供。１人に1回

退所時情報提供加算→Ⅰ 500 500 /回
居宅への退所時、診療情報、心身の状況、生活歴等を示す情報を利用者同意の

もと主治医に情報提供。１人に1回

認知症チームケア推進加算
1:150

2:120
/月

日常生活における注意を必要とする認知症1/2以上.専門研修修了者配置,ﾁｰﾑｹｱ

の指導,評価,計画策定,ﾁｰﾑｹｱ実施評価見直し事例検討。（併算定不可）※Ⅰと

Ⅱは研修の種類が異なる。(認知症専門ケア加算Ⅰ・Ⅱとの併算定不可）

（口腔衛生管理の義務）
入所時,入所後定期的に口腔衛生状態,口腔機能評価を義務。歯科医師、歯科衛

生士において施設との連携について実施事項等を文書等で取り決める。

科学的介護推進体制加算Ⅰ 40 40 /月 ６月→３月に１回(重複項目見直し）

科学的介護推進体制加算Ⅱ 50 50 /月 ６月→３月に１回(重複項目見直し）

自立支援促進加算 300 280 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）

排せつ支援加算Ⅰ 10 10 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）

排せつ支援加算Ⅱ 15 15 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）.尿道ｶﾃｰﾃﾙ抜去対象

排せつ支援加算Ⅲ 20 20 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）.尿道ｶﾃｰﾃﾙ抜去対象

褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3 3 /月 （重複項目見直し)

褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13 13 /月 入所時の褥瘡治癒を評価(重複項目見直し)

新

加算・減算 ②
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加算・減算 ③

【介護医療院】 旧 備考

（ユニット型） 管理者：ユニットケア管理者研修努力義務

（ユニット型） 主たる所属を明らかにしてユニット間勤務可能

（安全／質確保／業務負担軽減委員

会義務）
経過措置3年。(安全/質確保/負担軽減）

生産性向上推進体制加算Ⅰ 100 /月 ICT導入(見守り機器/インカム/記録ｿﾌﾄ）,委員会,業務改善,効果ﾃﾞｰﾀ提出

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 /月 3種ICT導入(見守り機器全室(利用者意向確認済み,ｲﾝｶﾑ全介護職)

基準費用額（居住費） 60円/日 （多床室）第1段階除く（R6/8施行）

Ⅱ型（多床室（8㎡以上/人)室料負

担）
437円 697円 /日

介護医療院の場合Ⅱ型の多床室（８㎡／人以上）について月額8万円相当.補足

給付適用あり(R7/8施行)

長期療養生活移行加算 60 0 /日 廃止

（開設） 老健,介護医療院開設時のみなし指定。施設医師で配置基準を満たす。

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

新

訪問リハ、通所リハ



３．短期入所療養介護
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬 介護老人保健施設の場合
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介護老人保健施設　多床室 旧 新 差 旧 新 差

要介護１ 827 830 3 875 902 27

要介護２ 876 880 4 951 979 28

要介護３ 939 944 5 1,014 1,044 30

要介護４ 991 997 6 1,071 1,102 31

要介護５ 1,045 1,052 7 1,129 1,161 32

基本型 在宅強化型

介護老人保健施設　従来型個室室 旧 新 差 旧 新 差

要介護１ 752 753 1 794 819 25

要介護２ 799 801 2 867 893 26

要介護３ 861 864 3 930 958 28

要介護４ 914 918 4 988 1,017 29

要介護５ 966 971 5 1,044 1,074 30

基本型 在宅強化型



基本報酬 介護医療院の場合
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多床室 旧 新 差 旧 新 差

要介護１ 875 894 19 828 846 18

要介護２ 985 1,006 21 925 945 20

要介護３ 1,224 1,250 26 1,133 1,157 24

要介護４ 1,325 1,353 28 1,223 1,249 26

要介護５ 1,416 1,446 30 1,303 1,331 28

Ⅰ型（１）ⅰ Ⅱ型（１）ⅰ



（介護老人保健施設）総合医学管理加算 見直し
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日
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加算・減算 ①

【短期入所療養介護】 旧 備考

業務継続計画未実施　減算 ▲1%
感染症,災害いずれか,両方未作成（経過措置R7/3/31（予防,指針整備,災害計画

ありの場合））

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

身体拘束廃止未実施　減算 単位 ▲1% 短期入所・多機能系（委員会３月１回,指針,研修定期的）（経過措置１年）

総合医学管理加算（老健のみ） ｹｱﾌﾟﾗﾝ上計画的な治療管理目的も対象可能

275 275 /日 7日→10日限度

口腔連携強化加算 50 /回

口腔機能の評価,利用者への同意下歯科医療機関、CMへ情報提供。月１回限度

歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定した実績のある歯科

医療機関と相談体制の確保を文書で取り決める。

（効率化委員会義務） 経過措置3年。(安全/質確保/負担軽減）

生産性向上推進体制加算Ⅰ 100 /月 ICT導入(見守り機器/インカム/記録ｿﾌﾄ）,委員会,業務改善,効果ﾃﾞｰﾀ提出

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 /月 3種ICT導入(見守り機器全室(利用者意向確認済み,ｲﾝｶﾑ全介護職)

在宅復帰・在宅療養支援等評価指標Ⅰ

（老健のみ）
34 51 /日

(６月経過措置期間）類型見直し,入所前後訪問指導割合＆退所前後訪問指導割

合5%引き上げ.相談支援員(社会福祉士評価)

在宅復帰・在宅療養支援等評価指標Ⅱ

（老健のみ）
46 51 /日

(６月経過措置期間）類型見直し,入所前後訪問指導割合＆退所前後訪問指導割

合5%引き上げ.相談支援員(社会福祉士評価)

基準費用額（居住費） 60円/日 （多床室）第1段階除く（R6/8施行）

（多床室（8㎡以上/人)室料負担） 437円 697円 /日
老健の場合その他型/療養型、介護医療院の場合Ⅱ型の多床室（８㎡／人以

上）について月額8万円相当.補足給付適用あり(R7/8施行)

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

新

共通部分



４．通所リハビリテーション
（2024年6月改定）
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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Ⅱのみ

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



事業所規模の見直しと特例
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 資料１ 令和６年1月22日



基本報酬
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基本報酬 12月超過減算

旧 新 差
包括化考

慮後
旧 新 差

要支援１ 2,053 2,268 215 -10 -20 -120 -100

要支援２ 3,999 4,228 229 4 -40 -240 -200

運動器機能向上加算基本報酬に包括化

要支援

要介護

通常規模と大規模との差

6-7時間 旧 新 差 旧 新 差 旧 新 差 差

要介護１ 710 715 5 694 675 -19 670 675 5 40

要介護２ 844 850 6 824 802 -22 797 802 5 48

要介護３ 974 981 7 953 926 -27 919 926 7 55

要介護４ 1,129 1,137 8 1,102 1,077 -25 1,066 1,077 11 60

要介護５ 1,281 1,290 9 1,252 1,224 -28 1,211 1,224 13 66

通常規模 旧　大規模Ⅰ 旧　大規模Ⅱ



（予防）運動器機能向上加算の包括化
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



リハビリテーション計画書入手 義務化

• 訪問リハも同様
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



リハビリテーションマネジメント加算 組換え
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



退院時共同指導加算 600単位/回（新設）
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• 訪問リハも同様

• 入浴介助加算 Ⅱ（要件の明確化）

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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加算・減算 ①

【通所リハ】 旧 備考

（基本報酬） 通常,大規模1,2→通常,大規模の2段階

（基本報酬）
ﾘﾊﾏﾈ加算の算定率80％以上,リハ職10:1以上の場合、大規模でも通常規模算定

可能

（提供時間） 豪雪地帯等、積雪等の影響を所要時間に考慮可能

（共生型サービス） 共生型自立訓練（機能訓練）,基準該当自立訓練（機能訓練）可能

（リハ計画） 入院中の医療機関のリハ計画の入手義務

リハビリテーションマネジメント加算

Aｲ(６月以内）→Ⅰイ
560 560 /月

（６月超え） 240 240 /月

リハビリテーションマネジメント加算

Aロ(６月以内）→Ⅰロ
593 593 /月

（６月超え） 273 273 /月

リハビリテーションマネジメント加算

Bｲ(６月以内）
830 /月

（６月超え） 510 /月

リハビリテーションマネジメント加算

Bﾛ
863 /月

（６月超え） 543 /月

(新)リハビリテーションマネジメント

加算Ⅰハ（６月以内）
793 /月

　　　（６月超え） 473 /月

(新)リハビリテーションマネジメント

加算Ⅱ
270 /月 医師が利用者/家族に説明

※新リハマネ加算Ⅰイ

※新リハマネ加算Ⅰロ

廃止　組み換え（Ⅰイ＋Ⅱ　実質単位数同じ）

廃止　組み換え（Ⅰロ＋Ⅱ　実質単位数同じ）

新

管理栄養士１以上（連携可）、栄養＆口腔アセスメント、口腔状態評価（歯科

衛生士,ST,看護職員)、口腔・栄養状態を関係職種で共有、必要時リハ計画の見

直し。ロ（LIFEへのデータ提出活用））

共通部分
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加算・減算 ②

【通所リハ】 旧 備考

（主治医） 通所リハ,訪問リハ利用開始時に入院中の医療機関の医師も含む

退院時共同指導加算 600 /回

医師又はﾘﾊ職が医療機関の退院前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに参加し退院時共同指導を行った

（相互情報を共有し、在宅でのリハに必要な指導を行い、リハ計画に反映）退

院時１回限り

入浴介助加算Ⅱ 60 60 /回 要件明確化(介護職員が医師等の指示のもとICTで情報把握し助言も可能。

計画は通所リハ計画記載でも可能.環境は個浴でなくても可能

科学的介護推進体制加算 40 40 /月 ６月→３月に１回(重複項目見直し）

（送迎） 利用者の居住実態への送迎可能.他事業所(障害含む）と同乗可能

（開設） 老健,介護医療院開設時のみなし指定。施設医師で配置基準を満たす。

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

新

共生型サービスの推進

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



（予防）加算・減算 ①
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【通所リハ（予防）】 旧 備考

運動器機能向上加算 225 0 /月 基本報酬に包括化

選択的サービス複数実施加算Ⅰ 480 0 /月 廃止（栄養改善加算、口腔機能向上加算にて評価）

選択的サービス複数実施加算Ⅱ

→一体的サービス提供加算
700 480 /月

栄養改善サービス＆口腔機能向上サービスを提供。いずれかのサービスを一突

きに２回以上。栄養改善加算、口腔機能向上加算は算定していない。

退院時共同指導加算 600 /回

医師又はﾘﾊ職が医療機関の退院前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに参加し退院時共同指導を行った

（相互情報を共有し、在宅でのリハに必要な指導を行い、リハ計画に反映）退

院時１回限り

科学的介護推進体制加算 40 40 /月 ６月→３月に１回(重複項目見直し）

12月超えの減算（要件満たした場合）
▲20

▲40
0 /月

３月に１回以上リハ会議（記録）、情報共有、変化に応じてリハ計画見直し。

LIFEへのデータ提出と活用。

（要件満たさない場合）　要支援１ ▲20 ▲120 /月

（要件満たさない場合）　要支援２ ▲40 ▲240 /月

事業所評価加算 120 0 /月 廃止

業務継続計画未実施　減算 ▲1% /月
感染症,災害いずれか,両方未作成（経過措置R7/3/31（予防,指針整備,災害計画

ありの場合））

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% /月 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

（共生型サービス） 共生型自立訓練（機能訓練）,基準該当自立訓練（機能訓練）可能

（リハ計画） 入院中の医療機関のリハ計画の入手義務

（主治医） 通所リハ,訪問リハ利用開始時に入院中の医療機関の医師も含む

（送迎） 利用者の居住実態への送迎可能.他事業所(障害含む）と同乗可能

（開設） 老健,介護医療院開設時のみなし指定。施設医師で配置基準を満たす。

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

新



５．訪問リハビリテーション

（2024年6月改定）
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬

• 要支援はマイナス改定
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旧 新 差

要介護 307 308 1

要支援 307 298 -9



診療未実施減算
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



退院直後の診療未実施減算 免除
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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加算・減算 ①共通部分

【訪問（予防）リハ】 旧 備考

（介護）基本報酬 307 308 /回

（予防）基本報酬 307 298 /回

（予防）事業所評価加算 120 0 /回 廃止

（予防）12月超過減算

　（要件を満たした場合）
▲5 0 /回

３月に１回以上リハ会議（記録）、情報共有、変化に応じてリハ計画見直し。

LIFEへのデータ提出と活用。

（予防）12月超過減算

　（要件を満たさない場合）
▲5 ▲30 /回 上記要件

診療未実施減算（入院中のリハ実施で

退院後１月限り）
▲50 0 /回

入院中リハビリ実施の場合、退院後１月に限り。医療機関の医師の情報提供の

もと訪問リハ実施の場合は減算無し

診療未実施減算（基準に該当する場

合）
▲50 ▲50 /回

適切な研修修了等（猶予措置R9/3迄延長).確認義務あり。研修の修了等の有無

をリハ計画に記載

（リハ計画） 入院中の医療機関のリハ計画の入手義務

退院時共同指導加算 600 /回

医師又はﾘﾊ職が医療機関の退院前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに参加し退院時共同指導を行った

（相互情報を共有し、在宅でのリハに必要な指導を行い、リハ計画に反映）退

院時１回限り

認知症短期集中リハビリテーション実

施加算
240 /日

認知症の生活機能改善のリハ実施。2回限度／週。退院（所）日または利用開

始から３月以内の集中リハ。

新
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【訪問（予防）リハ】 旧 備考

リハビリテーションマネジメント加算

Aイ→イ
180 180 /月

リハビリテーションマネジメント加算

Aロ→ロ
213 213 /月

リハビリテーションマネジメント加算

Bイ
450 450 /月 廃止　組み換え（イ＋医師説明　実質単位数同じ）

リハビリテーションマネジメント加算

Bロ
483 483 /月 廃止　組み換え（ロ＋医師説明　実質単位数同じ）

（新）リハビリテーションマネジメン

ト加算（医師が説明）
270 /月 医師が利用者又は家族に説明

口腔連携強化加算 50 /回

口腔機能の評価,利用者への同意下歯科医療機関、CMへ情報提供。月１回限度

歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定した実績のある歯科

医療機関と相談体制の確保を文書で取り決める。

業務継続計画未実施　減算 ▲1% /月
感染症,災害いずれか,両方未作成（経過措置R7/3/31（予防,指針整備,災害計画

ありの場合））

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% /月 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

（主治医） 通所リハ,訪問リハ利用開始時に入院中の医療機関の医師も含む

（開設） 老健,介護医療院開設時のみなし指定。施設医師で配置基準を満たす。

新

加算・減算 ②



６．介護老人福祉施設
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透析通院 月12回以上
特別通院送迎加算

594単位/月

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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ユニット型の勤務の柔軟性

（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬
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多床室 旧 新 差

要介護１ 573 589 16

要介護２ 641 659 18

要介護３ 712 732 20

要介護４ 780 802 22

要介護５ 847 871 24

ユニット型 旧 新 差

要介護１ 652 670 18

要介護２ 720 740 20

要介護３ 793 815 22

要介護４ 862 886 24

要介護５ 929 955 26



加算・減算①
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【介護老人福祉施設】 旧 備考

配置医師緊急時対応加算（日中） 325 日中や通常の勤務時間外も評価

（診療報酬） 配置医師と配置医師以外が算定できるものをわかりやすく周知

（協力医療機関との緊急時対応）

年１回以上、配置医師、協力医療機関の協力を得て緊急時対応方法を見直す

（義務）※緊急時の注意事項、病状等の共有方法、曜日・時間帯ごとの医師の

連携方法、診療を依頼するタイミング等

個別機能訓練加算Ⅲ 20 /月
①口腔衛生管理加算Ⅱ＆栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化加算②ﾘﾊ口腔栄養一体的に情報共有

(LIFE活用),③機能訓練計画見直し共有。Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ併算定可能

特別通院送迎加算 594 /月 透析の場合,月12回以上の通院送迎

退所時栄養情報連携加算 70 /回

退所(居宅,他施設,医療機関)に文書で栄養情報提供。月１回限度。特別食（食

事箋（軟食・流動食除く））を必要とするもしくは低栄養状態と医師が判断し

たもの。

再入所時栄養連携加算 200 200 /回
医療機関から施設への再入所に療養食等必要な場合対象。カンファに同席（I

テレビ電話可）、医療機関の管理栄養士と連携して栄養ケア計画策定

退所時情報提供加算 250 /回
入院退所時、利用者同意のもと生活支援上の留意点,認知機能等を医療機関に

情報提供。１人に1回

認知症チームケア推進加算
1:150

2:120
/月

日常生活における注意を必要とする認知症1/2以上.専門研修修了者配置,ﾁｰﾑｹｱ

の指導,評価,計画策定,ﾁｰﾑｹｱ実施評価見直し事例検討。（併算定不可）※Ⅰと

Ⅱは研修の種類が異なる。(認知症専門ケア加算Ⅰ・Ⅱとの併算定不可）

（口腔衛生管理の義務）
入所時,入所後定期的に口腔衛生状態,口腔機能評価を義務。歯科医師、歯科衛

生士において施設との連携について実施事項等を文書等で取り決める。

科学的介護推進体制加算Ⅰ 40 40 /月 ６月→３月に１回(重複項目見直し）

科学的介護推進体制加算Ⅱ 50 50 /月 ６月→３月に１回(重複項目見直し）

新

共通部分



加算・減算②
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【介護老人福祉施設】 旧 備考

自立支援促進加算 300 280 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）

排せつ支援加算Ⅰ 10 10 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）

排せつ支援加算Ⅱ 15 15 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）.尿道ｶﾃｰﾃﾙ抜去対象

排せつ支援加算Ⅲ 20 20 /月 医学的評価６月→３月に１回(重複項目見直し）.尿道ｶﾃｰﾃﾙ抜去対象

褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3 3 /月 （重複項目見直し)

褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13 13 /月 入所時の褥瘡治癒を評価(重複項目見直し)

ADL維持等加算Ⅱ 60 60 /月
ADL利得値２以上→３以上（確認方法、初認定～12月もしくは他のリハ提供の

場合計算方法の簡素化）

（ユニット型） 管理者：ユニットケア管理者研修努力義務

（ユニット型） 主たる所属を明らかにしてユニット間勤務可能

（安全／質確保／業務負担軽減委員

会義務）
経過措置3年。(安全/質確保/負担軽減）

生産性向上推進体制加算Ⅰ 100 /月 ICT導入(見守り機器/インカム/記録ｿﾌﾄ）,委員会,業務改善,効果ﾃﾞｰﾀ提出

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 /月 3種ICT導入(見守り機器全室(利用者意向確認済み,ｲﾝｶﾑ全介護職)

基準費用額（居住費） 60円/日 （多床室）第1段階除く（R6/8施行）

経過的小規模介護福祉施設
離島・過疎地域以外で他の介護老人福祉施設と一体的な運営の場合は、（地域

密着型）介護老人福祉施設に統合。経過措置期間１年

小規模介護福祉施設（離島・過疎地域

の定員30名）

離島・過疎地域の定員30名の介護老人福祉施設は、（介護予防）短期入所生活

介護を併設した場合、医師、生活相談員、栄養士、機能訓練指導員配置無しで

可。通所系事業の場合、生活相談員、機能訓練指導員、（看護）小規模多機能

型居宅介護の場合介護支援専門員の配置無しでも可能。

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

新



配置医師緊急時対応加算 見直し
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



診療報酬の範囲の周知
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



ADL維持等加算 見直し
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



７．短期入所生活介護

© Kawahara Business Management Group 108



© Kawahara Business Management Group 109
（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



基本報酬
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併設型　多床室 単独型　多床室

旧 新 差
31日以

上

61日以

上

61日(予防

31日)以上

との差

旧 新 差
31日以

上

61日以

上

61日(予防31

日)以上との

差

要支援１ 446 451 5 442 9 474 479 5 442 37

要支援２ 555 561 6 548 13 589 596 7 548 48

要介護１ 596 603 7 573 573 30 638 645 7 615 589 56

要介護２ 665 672 7 642 642 30 707 715 8 685 659 56

要介護３ 737 745 8 715 715 30 778 787 9 757 732 55

要介護４ 806 815 9 785 785 30 847 856 9 826 802 54

要介護５ 874 884 10 854 854 30 916 926 10 896 871 55

併設型　ユニット型個室 単独型　ユニット型個室

旧 新 差
31日以

上

61日以

上

61日(予防

31日)以上

との差

旧 新 差
31日以

上

61日以

上

61日(予防31

日)以上との

差

要支援１ 523 529 6 503 26 555 561 6 503 58

要支援２ 649 656 7 623 33 674 681 7 623 58

要介護１ 696 704 8 674 670 34 738 746 8 716 670 76

要介護２ 764 772 8 742 740 32 806 815 9 785 740 75

要介護３ 838 847 9 817 815 32 881 891 10 861 815 76

要介護４ 908 918 10 888 886 32 949 959 10 929 886 73

要介護５ 976 987 11 957 955 32 1,017 1,028 11 998 955 73
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併設型　従来型個室 単独型　従来型個室

旧 新 差
31日以

上

61日以

上

61日(予防

31日)以上

との差

旧 新 差
31日以

上

61日以

上

61日(予防31

日)以上との

差

要支援１ 446 451 5 442 9 474 479 5 442 37

要支援２ 555 561 6 548 13 589 596 7 548 48

要介護１ 596 603 7 573 573 30 638 645 7 615 589 56

要介護２ 665 672 7 642 642 30 707 715 8 685 659 56

要介護３ 737 745 8 715 715 30 778 787 9 757 732 55

要介護４ 806 815 9 785 785 30 847 856 9 826 802 54

要介護５ 874 884 10 854 854 30 916 926 10 896 871 55



長期利用の適正化
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日



加算・減算①
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【短期入所生活介護】 旧 備考

業務継続計画未実施　減算 ▲1%
感染症,災害いずれか,両方未作成（経過措置R7/3/31（予防,指針整備,災害計画

ありの場合））

高齢者虐待防止措置未実施　減算 ▲1% 未実施（虐待防止委員会,指針,研修,担当者設置）

身体拘束廃止未実施　減算 単位 ▲1% 短期入所・多機能系（委員会３月１回,指針,研修定期的）（経過措置１年）

看取り連携体制加算 64 /日

死亡日・死亡日以前30日以下に限り７日限度。看護体制加算Ⅱ又はⅣイロ算

定。もしくは看護体制加算Ⅰ又はⅢイロかつ看護職員が病院/診療所/訪問看護

STや本体施設看護職員と２４時間連絡体制を確保。対応方針を定め利用開始時

に利用者・家族に方針の説明同意。

口腔連携強化加算 50 /回

口腔機能の評価,利用者への同意下歯科医療機関、CMへ情報提供。月１回限度

歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定した実績のある歯科

医療機関と相談体制の確保を文書で取り決める。

（予防 要支援1）連続30日以上提供し

た場合
要支援１の75％

（予防 要支援2）連続30日以上提供し

た場合
要支援１の93％

（要介護）連続61日以上提供した場合

（ユニット型） 管理者：ユニットケア管理者研修努力義務

（ユニット型） 主たる所属を明らかにしてユニット間勤務可能

（効率化委員会義務） 経過措置3年。(安全/質確保/負担軽減）

新

共通部分



加算・減算②
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【短期入所生活介護】 旧 備考

生産性向上推進体制加算Ⅰ 100 /月 ICT導入(見守り機器/インカム/記録ｿﾌﾄ）,委員会,業務改善,効果ﾃﾞｰﾀ提出

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 /月 3種ICT導入(見守り機器全室(利用者意向確認済み,ｲﾝｶﾑ全介護職)

基準費用額（居住費） 60円/日 （多床室）第1段階除く（R6/8施行）

経過的小規模介護福祉施設
離島・過疎地域以外で他の介護老人福祉施設と一体的な運営の場合は、（地域

密着型）介護老人福祉施設に統合。経過措置期間１年

小規模介護福祉施設（離島・過疎地域

の定員30名）

離島・過疎地域の定員30名の介護老人福祉施設は、（介護予防）短期入所生活

介護を併設した場合、医師、生活相談員、栄養士、機能訓練指導員配置無しで

可。通所系事業の場合、生活相談員、機能訓練指導員、（看護）小規模多機能

型居宅介護の場合介護支援専門員の配置無しでも可能。

処遇改善関連加算の一本化
（新）介護職員等処遇改善加算　令和6年6月～（令和６年度末まで経過措置期

間あり）

新



看取り連携体制加算（６４単位／日）

• ※死亡日及び死亡日以前30日以下について、７日を限度。
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（出典）社会保障審議会 介護給付費分科会（第239回） 参考資料１ 令和６年1月22日
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